
船舶事故調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年９月２２日 ００時２６分ごろ 

発生場所 山口県下松市笠戸
か さ ど

島火振
ひ ぶ り

岬南南西方沖 

 火振岬灯台から真方位２１６°５.０海里付近 

 （概位 北緯３３°５１.７′ 東経１３１°４５.６′） 

事故の概要  コンテナ船MARVEL
マ ー ベ ル

は、南進中、また、漁船春日
か す が

丸は、西進中、両船

が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年９月２３日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 MARVEL（バハマ国籍）、５,４０３トン 

   ９２９６４５６（ＩＭＯ番号）、CONTINENT MARITIME S.A. 

Ｂ 漁船 春日丸、４.８トン 

   ＹＧ３－５７８１０（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９１－３６４７６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、免状不詳 

  航海士Ａ(フィリピン共和国籍)、締約国資格受有者承認証 航海

士（バハマ国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１６人（全員フィリピン共和国

籍）が乗り組み、法定の灯火を表示し、約１４ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により南進していた。 

 航海士Ａは、左舷船首方至近にＢ船を視認し、Ｂ船に昼間信号灯を

照射した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定の灯火を表示し、約１８kn

の速力で自動操舵により西進していた。 

 船長Ｂは、周囲に航行の支障となる船舶がいなかったので、考え事

をしていたところ、船首方至近に接近したＡ船の紅灯に気付き、直ち

に右舵一杯として機関を後進にかけた。 

 船長Ｂは、Ａ船からの発光信号に気付かなかった。 

分析 

 

 Ａ船は、航海士Ａが、見張りを適切に行っていなかったことから、

左舷方から接近するＢ船に気付くのが遅れたものと考えられる。 



 Ｂ船は、船長Ｂが、考え事をしていて見張りを適切に行っていなか

ったことから、Ａ船が船首方至近に接近するまで気付かなかったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、航海士Ａ及び船長Ｂが共に見張りを適切に行って

いなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 

 


